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元

民

園

初

期

免

換

券

の

1
1特
に
中
園
銀
行
の
酷
宮
家
事
項
に
つ
い
て
ー
ー
ー

f皐

水

清

行

中
岡
銀
行
は

E
Z
E
F
E
邸
ち
耽
愛
徳
に
依
れ
ぽ
民

R
E
E
任
命

P
E
H
P肉

2
2
え
再

M
0
3
9
5
問。。
Z
B
E百
円
出
向
島

。E
『
向
。
ユ
号
。
出

EFn
。
「
の
tEmw-
見
切
岳
目
立

ωロ
2
2
5
1
1
と
云
っ
て
居
り
、
大
清
銀
行
の
友
備
の
中
か
ら
そ
の
直
接
の
後
継
者
と

し
て
出
残
し
た
わ
け
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
形
式
的
に
い
へ
ば
大
清
銀
行
を
共
佳
に
継
承
し
た
も
の
で
は
な
〈
、
中
岡
銀
行
は
創
業
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
印
ち
わ
へ
清
銀
行
に
つ
い
て
は
と
れ
が
清
現
慮
の
設
立
に
よ
り
前
清
中
央
銀
行
と
し
て
の
残
務
が
清
算
さ
れ
、

中
国
銀
行
に
つ
い
て
は
己
れ
が
簿
備
庖
の
設
置
に
よ
り
民
園
中
央
銀
行
の
新
基
と
し
て
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
ち
大

清
の
名
既
に
消
滅
に
蹄
し
、
大
清
銀
行
は
清
理
師
ち
清
算
主
主
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
先
づ
上
海
大
清
銀
行
が
中
園
銀
行
と
し
て

更
生
し
た
る
嘗
初
に
於
て
は
大
清
銀
行
の
奮
業
主
同
顧
す
べ
き
種
々
の
理
由
が
残
存
し
た
か
ら
、
中
国
銀
行
は
名
目
上
は
大
清
銀
行

と
は
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
賞
質
上
は
閥
係
絶
滅
し
得
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
舟
一
も
認
め
危
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
続
中
、
第
一
要

民
国
初
期
の
党
鴇
券

第
五
十
一
巻

F、
七

第

貌

五

E. Kann. Morlern Banknotes In China; Finance & Commerce， Augu吋 4，193 
7，p.II7. (邦罪、カン、近崎支那賀幣史、翠謀、中園紙際援行之描革、中行
且刊第十六巻第一期ー第十七巻第六期〉
G. Vi出 ering，On Chinese Cunency， Volume II， pp. 43-45 
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民
園
初
期
の
錘
換
券

解
五
十
一
巻

宜
困

八
F、
第

軍軍

義
は
図
案
雇
用
に
か
も
ゐ
る
も
の
に
し
て
氏
関
常
初
に
あ
り
で
は
岡
信
円
確
立
を
A

事
務
主
ぜ
し
ゃ
勿
論
K
Lゼ
政
府
は
商
民
の
被
害
を

補
償
し
以
て
民
間
新
比
百
円
孝
業
例
~
ぽ
公
債
の
募
集
紙
幣
円
強
行
の
如
舎
に
疑
惑
を
避
け
る
を
得
、
中
岡
銀
行
ヘ
附
民
間
投
資
を
圃

滑
に
す
Z
E得
ペ
ぐ
、
従
っ
て
第
二
要
義
売
る
債
棟
債
務
忙
か
a
A

る
も
の
に
つ
い
て
も
、
債
樺
債
務
閥
係
ト
忙
し
亡
中
問
、
大
滑
の
雨

銀
行
関
に
亙
る
も
の
を
切
然
ー
な
ち
し
む
る
を
必
要
と
ァ
L
た
か
ら
、
中
開
銀
行
は
葎
犬
清
銀
行
に
関
係
あ
る
向
と
聯
闘
を
絶
っ
と
と
が

出
来
悲
か
っ
た
の
-
で
あ
る
。

中
関
銀
行
の
第
J

歩
ば
南
京
臨
時
政
府
の
下
に
上
海
太
清
銀
行
を
中
岡
銀
行
と

L
て
開
掛
ぜ
る
に
始
う
た
。
宣
統
三
年
卸
ち
一
九

↓
一
年
十
月
か
ら
民
園
一
花
年
即
ち
一
丸
一
二
年
二
月
に
五
五
騒
飢
の
中
に
あ
り
で
は
全
国
土
に
亙
り
て
混
飢
、
恐
慌
、
説
卒
が
所
在

に
行
は
れ
た
の
で
あ
り
、
善
大
清
銀
行
株
主
は
南
京
臨
時
政
府
に
歎
願
す
る
所
あ
り
、
行
名
を
媛
更

L
一u
偉
業
繕
織
の
許
可
を
得
た

の
で
あ
っ
た
が
、
民
岡
苅
年
創
ち
一
九
一
一
一
年
二
月
五
日
に
至
っ
て
新
組
織
の
開
耕
が
上
海
の
奮
大
清
銀
行
構
内
陀
於
て
暴
行
さ

れ
、
奮
銀
行
は
閉
鎖
と
な
っ
た
。
而
し
て
北
京
に
於
け
る
中
岡
銀
行
綿
行
は
同
年
六
周
そ
の
設
立
の
た
め
に
管
備
庵
が
設
け
ら
れ
て

ゐ
た
が
、
八
月
一
日
ま
で
は
資
本
金
の
快
乏
に
よ
っ
て
開
業
に
は
至
っ
て
ゐ
左
か
っ
た
。

も
っ
と
も
上
海
に
於
け
る
市
圏
韻
行
の
E
式
開
業
も
一
九
一
三
年
十
三
円
三
十
六
日
費
布
の
申
図
銀
行
設
立
に
闘
す
る
大
鯨
統
令
を
推
断
の
根
擦
と

ナ
る
時
は
二
月
宜
日
よ
り
更
ば
延
期
さ
れ
た
あ
も
の
の
如
C
で
あ
ム
。

中
園
銀
行
そ
れ
白
樺
E
規
制
せ
る
法
規
は
カ
ン
に
よ
れ
ぽ
、
民
岡
元
年
帥
ち
一
九
一
一
一
年
十
三
月
二
十
五
日
に
大
綿
統
令
が
殻
布

さ
れ
た
る
時
、
中
閲
銀
行
掌
桂
が
公
布
さ
れ
た
る
も
の

L
如
〈
、
そ
の
内
容
は
杢
園
の
金
融
市
場
を
統
制
す
べ
き
立
場
に
あ
る
設
行

は
準
備
制
制
大
な
る
も
の
を
有
す
ぺ
〈
、
同
闘
内
に
於
け
る
合
融
逼
迫
時

K
針
臆
す
ぺ
昔
も
の
左
り
と
し
て
勧
告
せ
る
を
述
ぺ
て
ゐ
る

周諜盤、 中華銀行且 pp.38-.j.d. 
E. Knnn， ibid. p. I1i. 
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が
、
右
の
原
文
を
見
る
己
と
を
得
な
い
か
ら
、
己
h

で
は
民
闘
二
年
帥
ち
一
九
二
二
年
四
月
十
五
目
忙
公
布
さ
れ
た
る
中
岡
銀
行
則

例
比
上
っ
て
同
行
護
行
採
に
闘
す
る
事
項
を
一
即
応
検
討
す
る
と
と
に
し
た
。
中
岡
銀
行
則
例
を
草
?
る
に
常
り
て
の
提
案
の
犬
旨
に

は
、
財
政
部
は
中
央
銀
行
を
帯
設
し
て
祇
幣
強
行
、
岡
庫
統
一
の
栂
紐
た
ら
し
め
ん
L
し
し
売
る
を
明
に
せ
る
所
が
あ
っ
た
。

民
岡
成
立
、
冒
端
待
班
、
而
整
珂
財
政
、
尤
怨
先
務
之
念
、
然
軍
興
以
来
、
本
闘
各
種
金
融
構
関
、
全
然
破
壊
、
金
融
斉
開
操
苛
外
人
之
手
、
有
中

央
不
急
設
一
完
全
一
之
金
融
機
関
、
別
紙
幣
不
能
強
行
、
問
庫
無
従
統
一
、
金
同
滞
客
、
瞬
党
不
遇
、
工
両
唱
園
、
輯
滞
日
場
、
融
株
整
問
尉
政
、
帯
決

無
著
手
之
庭
、
故
中
央
融
行
之
創
耕
、
在
今
日
巾
闘
財
政
禁
如
幣
制
混
楓
金
融
許
週
之
秋
、
誠
不
可
一
日
或
躍
、
輩
特
擬
定
中
国
銀
行
則
例
三
十
僚

{
下
略
)

そ
の
大
旨
と
し
て
は
三
項
を
掲
げ
た
の
で
あ
っ
て
、

一
は
中
央
銀
行
の
縛
法
ー
と
じ
で
岡
有
主
張
の
如
何
で
あ
り
、
銀
行
現
論
と
各

闘
の
先
例
一
に
則
し
て
股
分
有
限
公
司
(
楠
式
骨
杜
)
の
制
度
を
採
り
た
る
所
以
、
一
一
は
軍
興
以
来
金
融
、
緊
念
の
度
を
加
へ
、
岡
民
に

企
業
心
紋
ぐ
を
以
て
銀
行
創
耐
聞
に
常
り
で
株
式
慌
募
を
顧
慮
し
政
府
に
於
で
先
ヴ
四
分
の
一
を
引
受
汁
開
排
を
行
ひ
先
づ
某
礎
を
定

め
、
金
融
復
活
の
時
に
及
び
で
情
形
を
酌
量
し
株
式
募
集
の
と
と
L
し
蓮
念
に
開
耕
ぜ
ん
と
し
た
る
由
来
、
三
は
新
制
円
中
央
銀
行
と

し
て
泊
中
開
銀
行
ば
完
全
中
央
銀
行
先

ιし
め
以
て
民
同
金
融
の
某
礎
を
定
め
ん
と
し
て
完
全
中
央
銀
行
制
度
を
採
り
た
る
理
由
を

皐
げ
た
。こ

れ
よ
り
早
f
、
一
九
一
一
一
勾
五
月
陣
金
時
は
時
め
北
京
政
府
か
ら
岡
家
銀
行
の
再
組
を
委
帰
さ
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
。
そ
れ
は
政
府
が
八
百
寓
闘
を

擁
出
し
で
費
本
と
す
べ
き
計
劃
で
あ
っ
た
が
、
閣
庫
に
備
え
な
〈
、
右
計
劉
は
庶
弱
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
陣
博
士
の
使
骨
は
成
呆
を
事
げ
得
ぎ
り
し

も
、
合
局
が
市
面
に
不
唖
紙
幣
白
横
溢
せ
し
む
る
を
防
止
す
る
に
最
善
の
努
力
争
抑
ひ
し
が
博
え
ち
れ
で
ゐ
率
。

中
岡
銀
行
則
例
第
一
保
及
び
第
二
僚
に
よ
れ
ば
、
中
同
銀
行
は
股
介
有
限
公
司
印
ち
株
式
合
祉
と
し
て
納
織
せ
ら
れ
、
股
本
総
額

印
ち
資
本
線
額
は
銀
元
六
千
寓
一
冗
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
成
は
六
十
一
寓
株
を
政
府
引
受
ベ
一
一
十
高
株
、
民
間
公
募
三
十
寓
林
と
い
ム
こ
と

民
国
初
期
目
免
換
券

第
五
十
一
巻

事事

披

Z 
E 

ハ、
タL
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民
閥
初
期
の
先
祖
穿

第
五
十
一
巻

九
O 

第

掛

五
六

に
た
つ
で
ゐ
た
。
財
政
部
は
右
規
定
に
従
ひ
資
本
と
し
て
の
排
込
を
績
け
る
己
と
に
託
っ
た
が
、
民
団
四
年
秋
民
閉
会
募
株
に
闘
し

て
原
案
修
正
を
行
ひ
、
九
月
十
三
日
参
政
院
議
主
総
て
同
月
三
十
日
商
肢
を
僚
件
と
し
た
る
役
員
規
定
、
株
主
規
定
聖
第
一
突
の
修

疋
案
と
す
る
所
が
あ
っ
た
。

安
で
民
国
六
年
十
一
月
時
の
同
行
組
裁
王
克
敏
、
副
綿
裁
張
嘉
敢
に
よ
り
改
め
て
財
政
部
に
修
正
章
則
が
提
出
さ
れ
て
ゐ
る
が
J

そ
の
要
旨
に
上
り
て
梯
込
済
資
本
額
を
突
の
如
〈
求
め
る
己
と
が
出
来
る
。

縞
惟
銀
行
よ
慕
礎
在
信
用
、
信
用
之
根
接
荘
費
本
、
費
本
之
確
賀
県
否
、
一
行
之
信
用
繋
詩
、
岡
家
融
行
、
嬬
金
闘
銀
行
金
司
之
表
帯
、
共
内
特
之

虚
賞
、
不
特
一
行
之
信
用
所
繋
、
一
困
之
企
私
銀
行
、
典
夫
大
小
企
司
、
英
不
組
錦
蒋
移
、
数
年
来
吾
岡
上
下
、
紛
紛
興
癖
企
司
事
業
、
可
先
敗
者
随

接
、
推
版
理
由
、
普
曲
費
本
不
充
、
向
器
不
費
、
有
以
致
之
、
中
岡
銀
行
、
鵠
一
闘
立
中
先
銀
行
、
立
金
融
之
中
枢
、
銭
前
議
之
惇
陣
、
品
言
行
一
致

内
容
碓
賞
、
方
足
以
昭
一
本
大
信
、
護
建
金
融
(
中
略
)

先
づ
官
股
に
つ
い
て
見
れ
ぽ
左
の
如
〈
で
あ
っ
た
。

第
一
-
一
樺
載
中
図
鑑
行
、
由
醜
府
先
究
所
認
院
佐
一
一
一
分
之
一
一
以
上
、
開
始
静
業
各
等
語
、
是
按
保
則
例
、
必
須
政
府
克
且
一
千
寓
一
五
以
上
、
組
行
方
能

成
立
、
乃
査
自
民
国
一
耳
年
八
月
一
日
起
、
里
民
国
二
年
一
一
一
月
三
日
止
、
値
陸
線
機
到
洋
二
百
九
十
一
一
高
雫
五
百
八
+
七
元
一
角
五
分
、
随
後
由
酎
主
股

利
項
下
、
被
静
六
寓
九
千
四
百
寸
ニ
一
一
元
凡
角
豆
分
、
始
捺
成
=
一
首
高
一
克
整
敬
、
是
絞
之
千
寓
之
額
相
差
内
円
釦
、
踊
紹
前
湯
総
裁
一
再
請
求
補
足
脚
本
、

始
由
部
允
扱
到
六
競
公
債
謀
一
干
高
元
、
作
憤
七
百
高
元
、
椅
足
千
寓
之
敷
(
中
略
)

夫
以
信
用
母
基
礎
之
融
行
事
業
、
瓦
錦
長
岡
之
中
央
融
行
、
其
費
本
之
虚
賞
、
所
開
何
尊
重
大
、
乃
政
府
始
認
先
交
一
千
寓
元
、
償
交
貸
款
ご
官
俸

高
、
鱗
稽
績
克
一
千
高
一
耳
、
僅
交
房
産
生
財
低
債
一
首
棒
高
、
累
4
f
均
以
虚
言
抵
飾
、
勝
何
以
取
信
於
両
民
、
此
閥
於
官
肱
一
耳
、
不
可
不
従
連
確
定

者
一
也
(
下
略
)

而
し
て
商
股
に
つ
い
て
は
四
年
九
月
商
股
を
開
招
し
℃
以
来
掛
込
を
得
た
る
は
一
一
一
百
六
十
四
寓
三
千
三
百
一
芯
在
る
を
以
で
資
木
に

つ
い
て
経
過
的
措
置
が
静
ぜ
ら
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。

中国銀行則例は民国二年四月十五日告布、官再】次修主案は四年九月三十日参
政院悔正、龍二主修正案は六年十-J'J二十一日、修E中困銀行則例圭 Lて公布。
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接
請
於
第
三
機
腔
本
組
鋼
、
措
定
量
兎
六
千
寓
一
耳
、
但
明
定
先
抱
一
千
寓
元
、
第
三
保
闘
改
縄
中
園
揖
行
、
耽
足
配
本
一
千
寓
元
、
開
始
替
業
、
比

一
千
寓
元
之
内
、
其
一
部
印
由
政
府
認
識
、
不
論
官
院
商
陵
、
同
錨
股
東
(
中
略
)
査
政
府
前
後
所
克
現
金
且
房
屋
折
慣
共
四
百
二
十
八
高
一
千
元
、
商

股
共
肱
足
三
百
六
十
四
寓
=
一
千
コ
百
元
、
共
七
百
九
十
二
高
四
千
三
百
元
、
倫
差
二
首
零
七
高
五
千
七
百
元
、
提
諦
曲
部
練
擁
現
款
七
十
三
高
、
一
面

積
招
商
肱
一
百
三
十
五
寓
六
千
七
百
一
耳
、
農
且
干
高
之
額
、
庶
幾
名
賀
柑
符
、
基
礎
且
立
、
一
侠
大
同
柑
藤
平
静
、
銀
行
容
業
、
精
見
渡
達
、
再
行
績

割
(
下
暗
)

‘ 

右
は
中
園
銀
行
上
り
財
政
部
に
呈
請
し
た
も
の
で
あ
り
、
財
政
部
は
己
札
を
時
呈
ず
る
所
と
左
っ
た
が
、
中
関
銀
行
上

h
の
提
案

犬
旨
を
穣
岡
た
り
と
じ
、
第
二
究
D
修
正
案
に
至
り
、
北
ハ
修

E
酔
摘
は
資
本
構
成
と
鳩
裁
、
訓
練
裁
の
簡
任
、
査
事
、
監
事
内
選
任
に

か
ー
、
る
も
の
で
あ
っ
た
。
役
員
規
定
は
措
き
資
本
構
成
の
後
更
に
つ
き
で
は
既
漣
の
財
政
部
に
呈
請
せ
る
修
一
作
章
則
に
銭
せ
る
如

〈
、
中
間
銀
行
資
木
は
爾
来
六
千
下
寓
一
万
と
定
め
ら
れ
た
が
、
寅
般
に
『
即
臆
し
て
改
獲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
六
千
寓
元
中
政
府
引

受
の
三
千
寓
元
に
つ
い
て
は
、
二
一
分
の
一
を
光
づ
給
す
る
と
と
に
友
り
、
そ
の
中
三
百
寓
一
冗
が
様
向
さ
れ
、
残
額
に
つ
曹
て
は
六
賛

公
債
巣
一
千
寓
元
を
七
百
寓
元
と
評
開
閉
し
て
補
足
し
、
以
て
一
千
寓
闘
の
出
資
と
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
民
同
四
年
-
千
寓
一
冗
の
遁

加
出
資
並
に
公
募
一
千
寓
聞
と
い
ふ
と
と
に
た
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
官
股
と
し
て
は
交
付
さ
れ
た
る
も
の
友
〈
、
商
股
と
し
て
は

中
闘
銀
行
招
集
商
股
章
程
公
布
以
後
、
民
国
六
年
に
及
ぴ
て
も
未
だ
三
百
六
十
四
高
三
千
三
百
元
の
排
込
に
止
ま
り
、
営
時
、
時
帰

混
沌
と
し
て
併
せ
て
臥
洲
戦
飢
の
影
響
あ
り
、
商
肢
の
全
額
券
入
は
困
難
色
砧
る
も
の
で
あ
っ
た
。

中
国
銀
行
招
集
商
世
章
程

第
三
催
中
岡
山
蹴
行
院
本
、
隣
国
政
府
業
組
磁
克
一
千
寓
元
、
及
現
定
観
克
一
干
高
元
外
、
今
問
中
岡
品
行
則
例
第
二
保
之
規
定
、
招
集
商
世
、
草
先

招
十
高
股
、
計
一
千
高
一
耳

官
肢
と
し
て
は
追
加
一
千
寓
尤
の
中
、
大
清
銀
行
清
迎
魔
の
清
算
に
よ
る
該
行
房
屋
等
を
一
百
一
一
十
八
寓
一
千
元
と
計
上
し
た
る

民
阻
初
期
の
党
換
券

策
責
+
一
巻

九

告書

強

Z
1

七



再
園
初
期
白
党
揖
券

解
宜
+
一
挙

fu 

解

放

五

"、

も
ム
ハ
賛
公
債
の
一
部
を
政
府
ば
岡
牧
し
た
る
を
以
て
、
草
間
株
式
。
梯
込
白
品
換
に
と
w
h

ま
っ
た
。
か
ぐ
し
て
商
股
一
百
一
一
一
十
五
寓
六

千
七
百
元
を
績
召
し
‘
官
股
七
十
一
寓
九
千
一
冗
の
現
金
支
山
川
を
行
へ
ば
前
後
計
上
し
て
官
商
股
各
五
宵
寓
元
と
な
り
、
計
一
千
寓
一
疋

に
達
す
る
を
得
る
の
で
あ
っ
た
。
資
本
構
成
は
民
側
二
年
四
月
十
五
日
公
布
の
中
関
銀
行
則
例
第
一
一
僚
に
於
て
規
定
さ
れ
た
る
官
の

が
、
四
年
九
月
二
日
の
中
岡
銀
行
招
集
商
股
挙
制
担
第
三
僚
の
如
〈
修
正
さ
れ
、
更
に
六
年
十
一
月
三
十
一
日
公
布
の
修
正
中
岡
銀
行

則
例
第
二
僚
と
在
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
六
年
十
三
月
八
日
に
於
け
る
記
録
は
株
令
受
入
高
三
百
一
十
七
寓
九
千
八
百
一
五
郎
ち
株
式
二

寓
二
千
七
百
九
十
八
株
の
超
過
を
報
巴
漸
〈
梯
込
線
額
は
一
千
二
百
一
一
十
七
寓
九
千
八
百
元
と
在
っ
た
の
で
あ
る
町

ζ

的
資
本
構
成

に
つ
い
て
中
関
銀
行
則
例
の
修

E
前
後
に
於
け
る
も
の
を
叫
割
出
せ
ば
充
の
如
〈
で
あ
る
。

中
岡
銀
行
則
例

都
二
幌
中
国
銀
行
、
腔
本
糟
額
、
定
錦
銀
一
一
元
六
千
寓
元
、
計
分
六
十
寓
股
、
毎
股
銀
元
一
一
目
元
、
政
府
先
行
認
塾
三
+
高
股
、
品
開
敷
由
人
民
認
購
、

認
臨
総
額
、
超
過
三
十
高
股
時
、
待
向
政
府
事
附
情
曜
、
柑
認
軸
虫
股
分
、
分
期
宜
布
、
時
奥
人
民

中
国
鋭
行
、
若
有
帯
加
股
本
之
必
要
時
、
得
股
東
抽
出
骨
議
決
、
牌
財
政
線
長
桔
准
徒
、
再
行
協
招

圃
幣
殻
行
後
、
銀
元
臆
週
間
枠
制
則
例
換
算
、
倫
生
苛
零
之
歌
、
得
地
向
股
荊
噌
時
之

革
三
保
巾
図
銀
行
、
由
政
府
先
交
所
部
股
分
三
分
之
一
以
上
、
開
始
骨
業
、
一
一
回
招
募
商
股
、
招
股
草
程
回
肯
定
之

修
正
中
園
銀
行
則
例

静
ニ
梅
市
岡
銀
行
、
股
本
糖
類
、
定
錦
組
元
六
千
高
元
、
計
分
六
十
寓
院
、
毎
股
銀
元
一
一
自
元
、
先
招
一
千
寓
元
、
計
十
寓
殿
、
政
府
得
酌
量
認
購

以
費
提
僧

巾
岡
銀
行
、
若
有
招
集
院
本
之
必
要
時
、
得
由
殴
東
組
合
議
決
、
極
財
政
組
長
岐
唯
後
、
再
行
臨
招

第
三
保

珊1

修
正
前
後
の
僚
交
を
針
比
せ
ば
政
府
は
認
盤
上
り
認
購
の
可
能
向
一
特
化
し
て
ゐ
る
。
元
来
政
府
の
猫
占
ム
」
友
w
む
を
避
け
る
に
あ
り

Tien Yue Dzen， Das Bankwesen in China， 1927. S. 51 前掲、中事銀行奥
PP. 117-1I8 
因みにE.Kann， ibid. p. 117 によれば設立官時並に其後騒年間白賃情は官
民捕者白財源から事賃上有款に利用された資本は千寓圃を超えなかったとい
五、。
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主
克
敏
よ
り
財
政
部
へ
の
皐
請
文
に
求
む
る
に
次
の
如
き
を
見
る
。

た
る
が
、
必
・
干
し
も
認
塾
に
拘
泥
す
る
必
要
た
昔
位
至
れ
る
を
財
政
部
へ
の
呈
請
修
正
孝
則
中
の
主
旨
に
於
て
知
る
。
と
れ
を
前
掲

至
以
前
則
例
、
規
定
政
府
世
款
、
不
日
認
購
、
而
日
認
塾
、
意
本
倣
敷
各
図
先
例
、
趨
重
両
耕
、
E
T
4
使
政
府
輔
自
有
利
之
事
業
、
立
法
之
君
、
不

信
不
善
、
恒
政
府
所
購
股
巣
、
本
可
酌
量
情
形
、
随
時
間
告
、
如
果
政
府
不
願
渦
佑
、
自
可
相
槽
告
出
(
ド
略
)

か
く
し
て
修
正
則
例
既
に
公
布
さ
れ
、

中
開
銀
行
は
右
に
上
り
(
第
二
十
八
時
開
)
中
岡
銀
行
幸
程
六
十
九
筒
俸
を
株
主
線
舎
に
於
て

議
決
し
、
財
政
綿
長
に
口
主
請
し
民
図
七
年
一
月
二
十
五
日
の
決
定
に
至
っ
た
。

資
本
の
腕
込
舗
は
既
漣
の
如
雪
終
過
に
於
行
る
如
〈
有
款
に
運
用
さ
れ
た
る
綿
翻
は
諜
定
に
到
達
し
た
か
っ
た
が
、
伺
行
の
分
行

分
競
の
設
置
は
年
勾
に
数
を
加
え
民
闘
六
年
帥
ち
一
丸
一
七
年
に
至
つ
て
は
一
百
五
十
五
を
計
上
し
、
品
官
業
範
聞
は
殆
ん
左
全
闘
に

及
び
、
康
問
、
甘
浦
、
新
彊
に
も
仲
ぴ
ん
と
す
る
に
至
っ
て
ゐ
ι

ち

{

分

続

線
行
(
総
昨
日
開
慮
)
|
|
分
行

I
l
-
-

{
匝
党
別

分
行
三
+
一
(
但
し
雲
南
分
行
は
詳
備
中
)
、
分
挽
六
十
一
、
医
党
所
七
十
一
一
一
、
計
百
五
十
五
(
周
標
額
、
中
華
銀
行
奥
八
五

l
一
O
七
頁
に
よ
り
民
幽

六
年
占
月
宮
で
の
一
敬
宇
よ
り
計
I
す
)

管
理
慮
と
は
民
国
三
年
八
月
に
於
け
る
総
裁
薩
耐
榊
の
提
議
に
琵
L
、
同
年
九
月
に
と
れ
が
設
置
に
E
P
、
専
ら
総
分
行
鋭
的
棺
揮
監
督
樺
聞
と
な

り
た
も
の
を
ま
ふ
。

中
岡
銀
行
則
例
は
民
闘
二
年
四
月
十
五
回
参
議
院
の
議
決
を
経
て
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
先
換
鼎
悼
の
議
行
に
闘
す
る
規
定
は
第

国
特
凶
初
期
の
党
換
券

世
帝
王
+
一
巻

十
二
僚
で
あ
っ
た
o

第
十
三
僚
は
、
中
岡
銀
行
は
北
換
山
部
を
護
行
す
、
但

L
M明
く
A
L
換
券
則
例
を
漣
守
す
ぺ
し
、
先
換
朱
則
例
は
法

げむ

場
ニ
説

主主

九

中国銀行章棋は大捜日本銀行定款と一望書してゐるのであるが、 中岡銀行章程
は監理官の規定を特に別帽の章提となす。一周楳襲、中華銀行車 p.78• 
E. Kann， ，ibid， p.日 7に依れば同行白業績は編著に遊属して、本文よ切二年
前一九一五年末時時 Near)y150， branchtsを有せりと遮べてゐる。併し一九
一五年末は設立年主不明白も白を既設とL--Ci!，分行 r八、分離五-r回、臨

8) 
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世
ん
風
初
期
目
覚
換
炉

第
五
+
-
巻

穴心
I!!l 

第

腕

プ可

u> 

俸
を
以
て
之
を
定
む
、
前
項
の
法
律
未
だ
施
行
さ
れ
ざ
る
以
前
は
、
財
政
部
の
規
定
す
る
暫
行
章
程
忙
依
照
じ
て
癖
理
ず
る
を
得
る

と
い
ふ
と
と
に
た
っ
て
ゐ
た
。

第
十
二
傑
中
園
銀
行
渡
行
吐
換
券
、
制
須
遵
守
党
換
券
則
例

党
換
券
則
例
、
以
揖
律
定
之

前
項
法
律
宋
施
行
以
前
、
得
依
照
財
政
部
規
定
軒
行
章
程
排
理

民
国
六
年
十
一
月
二
十
一
日
の
修
正
中
開
銀
行
則
例
に
於
て
は
先
換
義
務
行
に
闘
し
て
は
(
修
正
則
例
第
十
二
棟
〕
何
等
の
受
更
を
見

十
。
而
し
て
右
則
例
第
二
十
八
僚
に
依
り
制
定
さ
れ
た
る
民
間
七
年
一
月
二
十
五
日
の
中
岡
銀
行
章
程
に
つ
い
て
も
、
そ
の
聞
係
燦

項
た
る
第
二
十
四
俸
は
右
規
定
よ
り
以
上
に
問
づ
る
も
の
で
は
た
か
っ
た
。
と
の
中
開
銀
行
則
例
に
つ
い
て
は
先
換
稼
務
行
規
定
に

は
何
等
の
姥
化
を
求
め
得
な
か
っ
た
が
、
そ
の
前
後
に
於
け
る
修
疋
事
項
は
後
越
の
先
換
停
止
を
繰
っ
て
、
己
れ
を
必
要
た
ら
し
め

た
現
由
が
存
十
る
も
の
で
あ
り
'
、
中
国
銀
行
の
役
割
に
陣
換
を
費
す
も
の
で
あ
っ
た
と
と
ほ
後
遁
の
角
度
に
於
て
留
意
を
要
す
る
。

A
L

換
器
則
例
乃
至
乙
れ
に
一
夜
営
す
る
も
の
の
公
布
さ
れ
る
以
前
に
於
て
は
暫
行
章
程
即
ち
俄
規
則
に
依
り
て
庭
理
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
と
れ
を
求
む
れ
ば
財
政
部
に
よ
り
擬
定
さ
れ
た
る
中
同
銀
行
先
換
器
暫
行
章
程
で
あ
っ

h。
即
ち
中
関
銀
行
先
換
山
部
は
暫
時
右

の
章
程
に
依
り
て
耕
現
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
と
れ
に
服
し
て
同
行
は
、
そ
の
A
Z
換
祭
を
全
固
に
流
通
せ
し
め
ん
と
し
た
。
右
規
定

は
五
箇
僚
か
ら
左
っ
た
も
の
に
し
て
、
そ
の
主
旨
と
す
る
所
は
左
の
如
〈
で
あ
っ
た
。

稿
椎
一
園
経
済
よ
流
語
、
長
持
銑
行
紙
併
、
儒
其
植
紐
、
自
去
秋
以
来
、
金
融
機
関
、
一
切
停
滞
、
公
私
自
柄
、
皆
以
担
金
、
建
圭
周
韓
無
方
、
商

民
交
園
、
非
有
大
宗
世
帯
施
行
園
内
、
不
且
以
救
済
恐
慌
、
現
在
中
央
政
府
所
設
之
中
園
銀
行
、
巳
紐
鋒
備
組
織
、
失
第
設
立
、
聴
講
在
紙
幣
則
例
未

定
以
前
、
副
以
該
行
所
設
之
免
換
券
、
暫
時
題
行
金
圏
、
所
有
官
款
問
柏
、
商
民
交
晶
、
均
唯
一
律
行
用
、
並
由
該
銀
行
多
儲
準
備
金
、
以
供
党
換
、

多
設
党
換
所
、
以
使
取
摘
、
融
期
信
用
漸
宇
、
軒
以
維
持
市
面
、
一
候
紙
幣
則
例
、
輯
参
犠
院
議
決
傾
宿
之
後
、
再
照
新
章
鼎
理

畳所主+コ、計百二十四去なるも白色如 fである。
前掲.中華畢，fj-奥 pp.80-81 
中園銀行党換券暫行章程は Kann，-ibid. p. II7 によれば 19II年口月であ
り、亜種顔、中園金融論 p.84に土れば1912年'2月となワでゐる。周諜親、
中華銀行史 p.13 1 によれ~I913年z月 5 日であ;r;。



中
岡
銀
行
先
換
券
暫
行
幸
程
に
よ
れ
ば
中
開
銀
行
先
換
拍
車
は
中
岡
銀
行
並
に
中
岡
銀
行
指
定
代
現
庭
上
り
護
行
さ
れ
る
も
の
に
し

て
左
記
項
目
の
用
途
に
一
俸
に
通
用
せ
し
め
ん
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

巾
困
親
日
U

党
換
券
暫
行
章
程

一
、
巾
園
銀
行
賞
換
券
、
由
巾
国
銀
行
及
中
図
鑑
行
指
定
之
代
理
島
、
一
律
強
行

二
、
凡
下
聞
各
項
用
金
、
一
律
語
用
此
項
党
換
穿

甲
、
完
納
各
省
地
丁
瞳
糧
、
麓
金
、
関
税

乙
、
購
買
中
岡
錨
路
軸
舶
郵
政
等
票
、
及
交
納
電
報
費

丙
、
登
放
官
倖
草
倒
〈
革
費
)

丁
、
一
切
官
款
出
納
、
及
商
民
交
易

豆
、
此
項
全
換
券
、
按
照
券
内
地
名
、
由
巾
岡
銀
行
随
時
貴
現

問
、
凡
党
換
券
内
印
有
岡
虚
地
名
者
、
在
此
南
島
皆
可
通
行
党
現
、
不
軍
党
費

玉
、
此
項
免
換
券
、
如
有
拒
?
?
収
受
、
及
折
如
(
割
引
)
、
胎

E

市
(
割
柏
町
)
撃
情
、
笠
間
取
締

中
園
銀
行
先
換
採
の
務
行
機
闘
と
し
て
は
、
護
行
局
で
あ
っ
て
、
同
局
事
務
は
、
練
行
同
一
下
化
他
の
庭
局
と
共
に
一
周
事
務
と
し

て
設
置
さ
れ
、
細
務
慮
、
合
計
慮
、
品
目
業
局
、
同
納
局
、
褒
行
局
、
岡
庫
局
と
左
つ
で
ゐ
た
。

琵
行
同
事
務

費
行
局
劃
於
京
行
、
県
掛
於
各
分
行
一
律
、
各
種
動
票
之
糊
帳
、
及
各
種
開
券
之
保
管
、
割
厨
糠
管
内
島
耕
理
、
巴
印
好
完
在
北
京
琵
行
之
卦
嘉
及

其
帳
加
、
劉
蹄
京
行
排
理

民
同
一
旦
年
九
月
総
管
理
島
町
設
置
せ
ら
れ
る
キ
萄
綿
行
所
管
の
替
業
、
同
納
雨
局
を
改
め
て
北
京
分
行
と
し
、
と
の
替
業
、
町
制
爾
局
を
酷
〈
奮
総
行

事
務
長
部
が
締
管
理
由
且
白
所
普
す
る
所
と
な
っ
た
。

何
分
行
組
織
に
ワ
い
て
は
巾
図
分
行
章
程
に
よ
る
べ
〈
、
文
書
股
、
借
業
股
、
凹
納
股
、
官
計
度
、
園
庫
世
に
八
万
れ
で
ゐ
た
が
、
と
と
に
開
H

悼
の
事

民
園
初
期
目
覚
換
券

第
亘
十
一
巻

一
九
五

都

競

ヌミ

地賦&了賦主土りなる一種の回賦。元素地肢は回眠であ n、了賦は了暗主も
帯されたる入園睡であったが、徴積上、合併して俵軟されることになった e

括弧内は筆者註。
前掲、中華i観行史、 pp.80-1∞. 

12) 

13) 
14) 



民
園
初
期
白
金
揖
歩

事
五
十
一
巻

大

一
九
六

第

韓

項
と
し
て
は
左
白
一
項
が
あ
る
。

第
二
十
一
一
一
保
分
行
所
有
収
護
保
存
立
換
券
且
準
備
金
、
由
出
納
股
晶
君
理
、
鞠
艇
事
務
、
由
管
業
肱
粂
盟
、
其
僚
各
肱
事
卦
之
分
配
、
由
相
理
男
定
之

分
抗
組
織
は
文
吾
果
、
管
業
系
、
出
納
系
、
曾
計
系
、
凶
庫
果
に
分
た
れ
、
そ

ιは
分
行
組
織
に
準
f
z
-も
の
で
あ
り
、
陣
党
所
組
織
は
、
一
、
匿
金

事
務
、
一
一
、
生
金
組
大
作
小
洋
比
銅
元
制
錦
之
買
賀
、
一
一
、
世
換
券
之
琵
拾
の
三
項
目
を
限
匿
と
し
総
管
理
虞
の
許
可
な
f
し
て
は
そ
れ
刊
以
上
に
同
づ

る
を
得
な
か
ワ
た
。

か
〈
て
中
国
銀
行
は
、
中
閣
銀
行
則
例
第
十
二
俸
を
ぷ
」
健
と
し
て
先
換
器
護
行
の
特
権
を
有
し
、
中
同
銀
行
一
先
換
券
暫
行
章
程
の

規
定
に
従
ひ
党
換
家
主
務
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
種
類
は
営
初
に
於
て
は
前
清
の
大
清
銀
行
よ
り
灘
承
せ
る
紙
幣
、
米
国
印
誼

に
か
か
る
紙
幣
、
支
那
石
印
の
紙
幣
の
=
一
種
で
あ
っ
た
と
謂
ふ
。

( 

) 

潟
市
平
鴻
牟
像
票
係
承
受
前
清
大
清
銀
行
者

( 

) 

震
美
印
荒
帝
像
副
司

( 

) 

在
中
間
一
h
印
者
紀
念
町
民

I

申
国
銀
行
企
喚
窓
口
流
通
は
同
行
創
設
内
品
川
川
口
数
年
聞
は
比
較
的
少
額
を
出
で
な
か
っ
た
も
の
の
如
〈
、
と
れ
が
原
因
は
革
命
に

つ
い
て
の
一
般
岡
氏
の
信
認
快
如
に
か
か
る
の
で
あ
り
、
更
に
、
私
的
議
行
品
悼
の
市
商
に
過
剰
、
並
に
盤
銀
と
各
種
支
那
銀
元
に
つ

い
て
の
A
Z
換
に
閲
し
て
伏
在
せ
し
混
飢
に
か
か
る
の
で
あ
っ
た
。
4

ん
も
一
九
一
四
年
十
二
月
に
於
け
る
蓑
頭
銀
幣
の
出
現
は
劃
一
車

位
の
基
礎
付
け
に
貢
献
し
た
と
稀
さ
れ
、
一
九
一
九
年
に
及
び
で
は
上
海
市
場
に
於
け
る
墨
銀
と
支
那
銀
元
聞
の
差
異
は
消
失
し
た

も
の
の
如
〈
、
先
換
の
た
め
の
銀
元
に
つ
い
て
の
疑
惑
は
取
去
さ
れ
た
る
か
を
侍
え
九
v

官
時
党
醜
券
未
だ
龍
〈
話
蓮
推
庚
に
豆
ら
ざ
り
し
所
以
は
周
葎
鱗
に
依
っ
て
要
約
せ
ば
央
白
=
一
駄
で
あ
る
。

前掲、中華銀行車 PP.. 13Ch131. E. Kan.n. i~Id. pp. ~1ι"9 によれば
1912年より 1936年恒至る開の中凶銀行設行券D種類が掲げであり、鋲元紙幣
(dollar notes)の外に銀走小額謀 (fractionaldoIlaT notes in‘big money‘)，小
銀元栗 (srnallcoin fractional d01l:lr nO，~eサ，銅元票 (copper b~nknot叫が
併記されである。 1(，) K叩Il~ ibid. p. u8. 
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(
一
}
各
省
内
紙
幣
氾
置
し
供
給
の
需
要
に
過
ぎ
る
も
の
あ
り
と
し
、
辛
亥
革
命
以
車
各
省
官
飯
崎
械
の
紙
幣
濫
強
さ
匹
、
其
他
私
立
銀
行
及
び
外
岡

銀
行
の
愛
行
紙
幣
の
関
係
の
伏
布
せ
し
を
原
因
白
一
と
す
ロ

(
二
)
国
庫
未
だ
統
一
に
至
ら
ず
と
し
、
中
央
銀
行
祇
帯
と
中
央
銀
行
の
代
現
金
庫
の
賃
結
末
だ
翠
ら
ぎ
る
を
叙
し
た
る
を
原
閃
白
二
と
す
。

会
一
)
幣
制
未
百
劃
一
な
る
を
得
ず
と
し
、
紗
票
は
銀
聞
の
代
表
で
る
り
、
金
困
適
用
円
鉱
圏
在
得
て
卦
訴
を
推
行
し
得
ベ
き
に
、
各
省
の
貨
幣
複
雑

異
常
に
し
て
各
種
目
支
那
銀
元
白
流
掻
に
加
え
て
、
外
図
鑑
一
花
其
他
の
件
闘
賞
幣
の
存
北
或
は
銀
雨
龍
用
の
習
慣
、
制
銭
習
用

ω
風
気
あ
り
、
銀
幣
に

つ
い
て
見
て
も
宋
だ
統
一
せ
ぎ
る

E
以
で
静
葉
自
ち
油
遁
を
困
難
と
せ
し
を
原
因
の
豆
と
角
。

民
岡
四
年
十
一
月
尉
政
綿
長
周
阜
県
の
巾
図
銀
行
党
換
券
推
械
の
排
告
と
し
た
る
所
は
一
に
濫
幣
の
遜
味
岡
軟
で
あ

nJ
、
二
忙
岡
庫
の
漸
北
統
一
で

あ
り
、
=
一
に
剖
一
貨
幣
を
以
て
哲
銀
一
万
に
代
官
せ
し
む
る
に
あ
っ
た
叫

中
岡
銀
行
先
換
券
の
流
通
額
は
漸
増
せ
り
と
謂
ふ
が
、
そ
の
数
字
を
求
む
れ
ば
弐
の
如
昔
も
の
が
あ
る
。

民

闘

一、

O
六
一
、
六
一
一
一
六
元

宜
、
。
二

O
、
九
九
五

一
六
、
三
九
八
、
一
七
八

三
八
、
四
阿
九
、
二
二
八

ニフむ

年
ー
ー
一
九
一
一
一
年

年
|
|
一
九
一
=
一
年

民

園

民

年
ー
ー
一
九
一
四
年

図

民

llB 

年

1
l
一
九
一
五
年

国

民

五

-b llB 
二六、、

九回
f<ら 王主

四七、、

O 三

t才19)位月

岡

民

六

年
ー
ー
一
九
一
七
年

国

巾
岡
銀
行
は
そ
の
北
京
比
於
け
る
開
設
は
遅
れ
た
る
も
、
民
圏
厄
年
上
海
に
於
て
閲
耕
せ
る
を
以
て
中
華
民
園
の
初
年
上
り
存
立

し
売
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
民
闘
の
年
突
は
中
同
銀
行
の
年
数
と
し
て
計
上
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
業
務
は
一
般
銀
行
管
業
の
外

山
却

既
蓮
の
如
〈
圃
庫
代
理
と
紙
幣
幾
行
を
注
し
得
た
も
の
で
あ
り
、
民
園
の
園
力
統
一
と
金
融
献
況
の
改
善
占
に
伴
ひ
中
岡
銀
行
は
漸

民
園
初
期
白
党
換
券

第
五
十
一
巻

グむ
七

第

挽

六

前掲、中華銀行奥田.132-134. 18) 前掲、中華銀行史 pp.134-135 
Kann， ibid. p. 118. Tien， Bankwesen， S. S4 同様鰭によれば巾園室長行止換
券猿行額は民閣同年末に於て三千億高走、民間六年末に於て七千ー百九十九
寓二千九百六十三元でるるロ 四) rl'閣銀行章程第十七傑乃至第二十
四時。

17) 
19) 



民
園
初
期
白
党
損
保

第
五
十
一
巻

ノ、

回

停

披

一
九
凡

進
的
に
そ
の
業
績
を
高
め
来
た
れ
る
を
体
え
ち
れ
る
が
、
己
己
に
注
意
じ
一
な
け
れ
ば
友
ら
胞
と
と
は
民
園
五
年
即
ち
一
九
一
六
年
春

に
於
け
る
衰
世
凱
の
帝
位
問
題
を
競
る
紙
幣
先
換
の
停
止
、
預
金
支
耕
の
禁
止
で
あ
っ
て
、
と
の
先
換
停
止
は
中
国
銀
行
の
北
京
分

行
に
於
か
は
挫
け
得
ら
れ
ざ
る
も
の
と
な
っ
て
寅
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
中
岡
銀
行
が
そ
の
業
績
の
進
展
せ
し
反
面
革
命
後
の
不
安

定
期
に
虚
し
で
は
闘
よ
り
幾
多
の
試
練
と
苦
難
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
は
と
の
停
先
剖
ち
と
の
+
士
正
し
て

組

北
京
に
超
れ
る
不
換
紙
幣
の
強
制
的
費
行
は
巾
国
銀
行
が
遭
遇
せ
し
最
悪
の
経
験
の
一
つ
と
し
て
ゐ
る
。

民
闘
五
年
初
、
嚢
世
凱
の
帝
位
に
反
抗
し
て
雲
南
に
反
乱
が
鵡
り
、
と
の
西
南
戟
事
に
営
り
、
商
民
の
先
換
請
求
激
化
し
、
北
京

天
津
に
於
て
は
中
関
銀
行
、
交
通
銀
行
は
共
の
衝
動
を
蒙
り
、
経
替
苦
難
に
陪
り
、
国
務
曾
議
は
暫
時
停
先
の
策
を
採
る
に
至
り
、

同
年
五
月
十
二
日
園
務
院
は
命
令
を
殻
布
す
る
に
至
っ
た
の
が
帥
ち
と
れ
で
あ
る
。

告
岡
官
金
融
緊
誼
之
時
、
国
家
銀
行
紙
幣
、
有
暫
行
停
止
党
現
、
止
禁
止
提
車
銀
行
現
款
之
法
、
以
費
維
持
、
件
現
款
可
以
保
存
、
各
業
成
費
周
斡
、

法
良
利
博
、
画
宜
骨
服
排
盟
、
臨
由
財
政
交
通
両
部
、
韓
街
中
園
交
誼
両
銀
行
、
自
事
令
之
日
起
、
所
有
該
同
行
巳
強
行
之
紙
幣
及
膳
付
款
項
、
暫
時

一
律
不
唯
党
現
付
現
、
一
侠
大
局
定
後
、
即
行
煩
布
院
令
、
完
期
党
付
、
所
存
立
準
備
現
款
、
鹿
責
成
同
行
一
律
封
存
、
宝
各
省
地
方
、
鹿
由
各
将
軍
、

都
続
、
趨
按
龍
、
凡
有
該
両
行
八
百
設
構
開
地
方
官
、
務
印
酌
減
軍
瞥
監
視
該
雨
行
、
不
准
私
自
遵
守
党
現
付
現
、
並
陸
行
弾
座
禁
止
滋
授
、
如
有
官
商

軍
民
人
帯
、
不
牧
該
両
行
紙
幣
或
授
受
者
、
白
行
低
減
折
拘
撃
情
、
酪
随
時
般
行
究
耕
、
依
照
閤
幣
帳
例
静
九
線
規
冊
、
一
一
向
興
両
骨
及
該
南
行
接
治
、

務
期
間
心
協
力
、
一
致
増
ι行
、
並
勧
誘
甫
行
持
所
有
己
盛
行
先
換
券
種
類
額
致
、
魁
日
詳
断
列
表
、
呈
報
尉
政
部
、
以
防
置
護
、
仰
各
切
寅
趨
守
此
令

北
京
忙
綿
行
を
持
つ
政
府
銀
行
た
り
し
中
間
銀
行
、
交
通
銀
行
は
北
京
に
於
て
民
岡
五
年
遂
に
先
換
停
止
、
支
沸
禁
止
に
立
至
つ

た
が
、
そ
の
原
因
は
銀
行
業
務
の
経
倍
難
か
ら
加
盟
し
た
も
の
で
は
友
く
、
嚢
世
凱
の
即
位
に
つ
い
て
北
京
政
府
が
線
網
一
一
千
寓
園
を

超
え
た
と
栴
せ
ら
れ
る
異
常
在
る
準
備
資
金
を
必
要
と
し
た
結
呆
招
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
財
政
部
は
闘
す
博
物
館
を
択
営
に

警官ff舟FE話、北京に於ける替業由貿挫は北京分行であワた。21) 

22) 



五
百
寓
元
の
融
資
毛
講
と
た
O
で
あ
っ
た
が
、
結
届
央
政
に
蹄
し
、
各
銀
行
の
現
銀
準
備
銀
に
牧
入
の
迭
を
求
ひ
る
外
に
は
残
れ
る

方
策
た
き
か
に
至
っ
た
。
交
通
銀
行
は
交
通
部
系
領
袖
た
る
梁
士
話
に
よ
っ
て
そ
の
財
源
を
蓑
世
凱
に
委
し
た
の
で
あ
る
が
、
中
国

銀
行
は
か
ね
て
交
通
銀
行
と
の
聞
に
は
公
然
売
る
拾
抗
が
あ
h
、
財
政
部
に
針
し
て
の
態
度
は
巾
同
銀
行
は
消
極
的
に
止
っ
た
が
、

梁
士
訪
の
支
配
下
に
あ
り
し
交
通
銀
行
は
資
金
の
貸
出
忙
泊
叡
的
で
は
左
か
っ
た
。
政
府
は
民
間
五
年
四
月
二
十
一
日
、
閣
僚
の
一

名
を
中
間
銀
行
に
入
れ
て
中
岡
銀
行
の
資
金
統
制
の
強
化
に
常
れ
る
所
が
あ
っ
た
が
、
同
年
五
月
十
二
日
に
は
中
岡
、
交
通
雨
銀
行

に
向
っ
て
暫
時
先
換
停
止
、
支
排
禁
止
の
患
に
出
で
・
所
有
の
準
備
現
銀
並
に
手
許
預
り
舎
に
は
一
律
に
封
織
が
行
は
れ
た
。
カ
ン
は

己
の
聞
の
事
情
に
つ
垂
と
の
三
週
間
の
中
に
中
間
銀
行
の
一
所
有
現
銀
が
支
排
停
止
を
要
し
た
ろ
程
に
洞
掲
し
た
E
と
も
考
へ
ら
れ
る

が
、
又
一
両
に
は
中
同
銀
行
の
内
容
は
比
較
的
堅
賞
た
・
の
と
し
て
も
と
れ
を
措
い
て
、
窮
迫
せ
る
交
遁
銀
行
の
立
場
の
た
め
に
梁
士

詩
の
進
言
に
よ
り
両
者
を
共
に
先
換
停
止
、
支
排
禁
止
に
至
ら
し
め
た
と
と
も
考
へ
る
子
と
は
可
能
な
り
と
許
し
て
ゐ
恥

A
Z
襖
停
止
命
令
護
布
以
後
、
政
府
側
と
し
て
は
臨
時
財
政
委
員
舎
を
設
け
て
己
れ
が
替
後
の
耕
法
に
つ
雪
討
究
す
る
所
が
あ
り
、

「
本
合
錦
耕
現
銀
行
暫
停
付
現
、
及
紘
持
市
商
事
宜
而
設
、
名
目
臨
時
委
員
合
設
立
於
財
政
部
」
を
建
前
と
し
て
組
織
さ
れ
、
停
先
後

の
耐
開
法
が
丘
月
十
四
日
通
電
さ
れ
各
省
一
律
に
庭
壁
せ
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
乍
ら
園
務
院
の
院
令
宣
命
以
後
の
各

省
に
於
け
る
地
方
情
況
は
同
じ
か
ち
ゃ
、
先
挽
停
止
の
主
張
あ
り
、
或
は
暫
時
制
限
先
換
あ
り
、
或
は
先
換
縦
績
の
要
求
が
向
で
た

の
で
あ
っ
た
。
北
京
に
於
て
は
綿
商
品
聞
が
乗
出
し
て
弊
訟
を
講
じ
て
居
り
、
天
津
で
は
直
隷
全
省
金
融
維
持
舎
が
組
織
さ
れ
て
救
桝

に
資
せ
ん
と
す
る
の
由
草
花
出
た
の
で
あ
っ
た
。
と
れ
が
針
策
と
し
て
は
銅
元
、
小
銀
一
五
の
鵠
活
に
よ
る
小
民
の
生
計
救
済
に
男
知
が

置
か
れ
て
居
り
、
自
治
機
関
の
結
成
に
よ
り
流
通
市
国
の
紘
持
を
岡
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
先
換
停
止
は
銀
元
崇
に
つ

民
園
初
期
白
党
換
穿

第
五
十
一
審

九
九

第

援

六
五

E. Kann， ibid. p. 140. August II， 1937 
E. K:;mn， ibiCl. p. [42敢に五月十ニ日関王寺院琵布命令に困幣保例第九障と云
へるは闘幣時例施行細則第九俸と解ナもりなるべし。

23) 
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民
園
担
期
目
覚
換
券

第
五
十
一
審

O 
O 

静

観

六
六

い
て
の
措
置
で
あ
っ
た
が
、
中
園
、
交
通
附
銀
行
は
銅
一
花
園
ー
も
夜
行
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
と
れ
も
迭
に
不
換
に
陥
り
、
小
民
生

活
を
一
段
と
困
窮
せ
し
め
た
も
の
L
如
〈
で
あ
る
。

か
く
し
て
会
換
停
止
が
符
は
れ
た
る
中
岡
、
交
通
雨
銀
行
紙
幣
に
つ
い
て
は
と
れ
が
牧
受
の
桓
絶
或
は
債
格
低
減
の
と
と
は
禁
止

さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
と
れ
忙
違
反
す
る
者
は
関
幣
保
例
第
九
仇
に
よ
っ
一
人
罰
せ
ち
れ
る
と
と
に
た
っ
た
。

剖
ち
A
A
換
停
止
に
於
で
は
紙
幣
は
割
引
か
れ
て
受
授
さ
れ
る
と
と
は
禁
制
と
左
つ
て
は
ゐ
た
が
、
商
質
は
と
の
問
に
庭
し
て
は
物

慣
を
引
上
げ
す
る
を
得
宇
、
換
言
せ
ば
生
計
費
は
念
激
に
騰
貴
し
た
か
ら
し
亡
、
貧
窮
生
活
者
は
打
撃
甚
大
で
あ
っ
て
、
然
も
物
慣

の
騰
貴
に
拘
ら
中
平
一
れ
忙
封
際
ナ
ペ
雪
賃
銀
の
引
上
が
行
は
れ
ら
れ
左
か
っ
た
か
ら
被
害
が
致
命
的
と
在
ら
ざ
る
を
得
友
か
っ
た
謬

m
 

で
あ
る
。
北
京
に
於
ゆ
る
中
岡
銀
行
、
交
通
銀
行
中
部
に
つ
い
て
の
綿
商
曾
の
抹
り
た
る
耕
法
は
迅
遁
に
先
換
銅
一
冗
機
闘
を
数
多
〈
開

設
す
る
と
と
で
あ
っ
た
。
と
れ
が
賞
欣
を
知
る
の
一
端
と
し
て
突
の
記
録
を
見
る
。

先
づ
銅
一
花
禦
に
つ
い
て
特
設
の
免
換
庭
(
東
軍
牌
捜
)
が
設
け
ち
れ
た
が
、
鋼
一
花
票
百
枚
を
先
換
す
る
特
権
を
得
る
に
は
数
時
間
を

費

L
て
列
を
在
し
て
待
た
ね
ば
な
ら
た
か
っ
た
と
謂
ひ
、
然
も
銅
一
広
三
十
仙
並
に
新
銅
一
冗
票
千
一
一
十
丈
を
受
取
り
得
る
に
湖
面
芭
ね
も

の
で
あ
っ
た
。
更
に
雨
行
の
十
元
票
に
隈
り
て
の
一
部
先
換
の
如
き
忙
於
て
も
先
換
の
時
間
は
煩
〈
、
こ
れ
が
訴
求
者
の
域
列
は
長

か
っ
た
と
形
容
さ
れ
た
。

や
が
て
中
国
銀
行
は
然
保
件
忙
先
換
支
梯
再
開
を
試
み
ん
と
し
た
が
、
他
方
交
通
銀
行
は
停
止
の
主
主
を
持
続
せ
ん
在
す
る
も
の

叫

h
如
〈
?
あ
っ
た
。

A
L
換
停
止
の
寅
施
さ
れ
た
る
は
北
京
、
天
津
、
共
他
一
二
所
で
あ
っ
た
が
、
不
換
紙
幣
の
一
律
油
用
は
物
慣
騰

且
頁
を
惹
起
し
、

A
T融
を
阻
害
し
た
司
令
事
は
既
惑
の
如
雪
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
し
て
、
営
然
己
れ
が
整
理
を
必
要
と
し
、
建
議
案
を
得

25) . E. Kann， ibid. p. 141 
26) E. Kann， ibid. p. 142 



て
、
結
局
光
づ
中
薗
銀
行
よ
り
会
換
を
開
始
し
、
徐
ろ
に
交
通
銀
行
に
及
ん
だ
。
民
図
五
年
十
月
三
十
六
日
巾
開
銀
行
線
裁
徐
忠
一
心

は
各
方
面
の
防
望
に
答
え
て
岡
務
曾
議
の
議
決
を
経
、
先
行
し
て
免
換
を
開
〈
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

は
交
誼
銀
行
券
護
行
穂
高
は
一
億
五
千
九
宵
高
一
耳
、
中
岡
銀
行
券
は
五
千
高
一
到
な
り
し
主
報
じ
て
ゐ
る

が
、
支
那
側
費
料
は
更
に
ゆ
〆
額
に
し
て
、
?
り
き
抽
銀
行
券
八
千
寓
元
、
巾
岡
銀
行
券
三
千
四
宵
高
元
な
り
し
を
一
軍
L
h
v
向
同
日
の

F
E盟
関

C
E

Z
Z
は
、
反
撃
さ
れ
ず
に
遁
過
し
得
た
自
で
る
る
が
と
し
て

R

ロ
Z

骨
E
x
m
q
r耳
鳴
ロ

F
E
F
O
S
F
a
。『

Fぬ
回

目

r
ミ
ロ
。
E
5
5討
さ
G
E

R
m
m
E宮
司
、
ョ
白
記
越
を
報
ピ
て
ゐ
否
。
而
し
て
交
語
組
行
券
は
中
園
銀
行
北
京
費
行
券
よ
り
も
約
五
十
五
同
の
低
伺
と
し
て
流
亜
し
た
の
で
る
円
ノ

おた。共
後
若
干
の
経
遁
を
経
て
、
財
政
線
長
円
幣
慣
提
高
の
策
あ
り
、
主
克
敏
、
曹
汝
震
に
土
る
外
債
務
行
に
よ
る
務
開
京
紗
の
策
が

一
九
一
六
年
六
月
三
日
同
vorEm
の
E
g
z

採
ら
れ
、
民
岡
七
年
五
月
の
短
期
公
債
並
に
民
岡
七
年
の
六
鐙
公
債
の
褒
行
が
あ
り
、
巾
閥
、
交
通
銀
行
中
本
の
岡
牧
に
常
て

ιれ
る

ヒ
ム
」
陀
左
り
、
紙
幣
務
行
額
の
減
少
は
紙
幣
信
用
を
増
高
せ
し
む
べ
し
と
し
て
、
会
債
務
行
の
円
は
即
ち
北
京
紙
幣
整
理
の
根
本
計

鈎

劃
成
立
の
日
な
り
と
綾
せ
ら
れ
た
る
を
見
る
。

か
〈
て
公
債
の
償
還
に
至
り
、
約
十
年
の
遁
延
は
見
た
が
減
侵
せ
る
全
北
京
紙
幣
は
終
局
的
忙
は
平
債
で
、
銀
に
品
川
換
さ
れ
る
と

云
ム
と
と
に
到
建
し
た
。
財
政
部
は
権
保
と
し
て
海
閥
牧
入
の
剰
微
を
選
定
し
た
の
で
あ
り
、
会
備
は
市
場
に
相
場
付
け
ら
れ
た
が

と
れ
は
政
局
の
捗
遁
忙
件
び
最
低
(
一
九
二
二
年
)
四
回
・
二
一
バ
1
セ
Y

ト
か
ら
最
高
(
一
九
三
六
年
)
九
八
・
五
バ
1
セ

y
t
に
上
下
し

た
。
カ
ン
は
と
れ
が
許
多
忙
し
て
不
堅
同
た
り
し
紙
幣
環
行
の
芳
し
か
ら
ざ
る
終
結
に
し
て
、
ぞ
れ
は
大
多
数
の
一
般
民
衆
に
害
痛

を
鷲
し
然
も
何
人
に
も
そ
れ
に
相
舷
せ
る
利
径
を
興
へ
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
結
び
、
と
し
て
ゐ
る
。

前
掲
中
園
銀
行
一
九
二
九
年
度
替
業
報
告
の
株
主
柚
相
官
に
於
け
Z
公
表
に
依
れ
ば
、
か
か
る
多
粧
の
不
換
担
幣
の
整
理
は
、
一
部
は
政
府
よ
り
公
債

鼓
行
に
よ

p
、
一
部
は
同
行
自
身
出
誼
宜
の
基
金
を
設
定
し
て
こ
れ
が
謹
行
に
常
っ
た
の
で
晶

p
、
同
行
は
+
年
間
を
要
し
て
、
と
の
六
千
寓
聞
の
整
理

民
園
初
期
目
覚
換
券

停
五
十
一
巻

C 

停

就

六
七

1916:l半円中岡銀行罪遊行高は PekingGazette (6月3日)に止れば'4，田0千元
であり、前車 KannCD按宇によれ悶 46，43'7干元にしで、巾閏融行 1929勾度
替業報告白株主糠脅に於ける1916年(日月)の流誼高は60，000千元である。 (E
Kann， ihid. p. 142) と札が琵行高計上白内課不明なるを以て首否は別として
一躍そ白数字を比較して置〈。
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民
園
初
期
目
覚
換
券

備
五
十
一
巻

策

強

アミ

バ、

二

O
二

完
了
に
最
善
を
議
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
闘
並
に
巾
閣
銀
行
白
受
け
た
損
害
は
甚
大
な
も
の
で
あ
っ
た
附

認
的
立
場
を
採
ら
ん
と
す
る
傾
向
に
あ
り
し
は
既
漣
陀
於
て
も
徴
し
得
ベ
雪
で
あ
る
。
中
立
又
は
狽
立
の
諸
省
に
あ
り
し
分
行
は
該

哀
世
凱
の
政
策
に
協
力
を
好
ま
た
か
っ
た
中
関
銀
行
と
し
て
は
、
そ
の
各
分
行
、
分
就
が
と
の
先
換
停
止
、
支
排
禁
止
の
皐
に
鰍

地
方
賂
草
の
勢
力
の
背
後
に
掩
護
の
立
場
を
持
し
た
が
、
就
中
上
海
分
行
は
命
を
奉
ぜ
A
Y
、
外
岡
帰
護
士
を
管
理
人
と
せ
し
別
迭
の

方
法
を
以
て
針
策
を
講
や
る
所
が
あ
っ
た
。
剖
ち
同
八
刀
行
財
産
負
債
を
右
鼎
護
士
に
管
理
保
護
の
た
め
交
付
し
、

各
預
金
の
支
沸
、
紙
幣
の
A
L
換
に
膝
や
る
と
と
a
為
し
た
。
北
(
の
腕
法
は
左
の
如
〈
で
あ
っ
た
。

(

一

)
(一一〕

(一一一)
(
回
)

(
五
)

一
面
五
月
十
三
日

t
海
中
行
由
股
東
聯
合
曾
、
問
事
定
監
察
員
一
入
、
到
行
監
察
、
金
行
事
務
、
悉
蹄
世
東
聯
合
舎
主
持

本
行
所
有
財
産
負
債
、
移
主
外
圏
律
師
代
表
世
東
管
理
一
切
、
井
随
時
有
査
賑
之
構

土
潟
分
行
妙
葉
、
崎
市
準
備
金
移
交
件
闘
律
師
保
管
随
時
党
現

所
有
存
歌
均
到
立
党

J

特
車
各
商
家
設
有
損
失
、
悉
蹄
股
東
聯
合
官
舎
負
責
a

銀
行
の
信
額
を
引
上
げ
、
同
行
紙
幣
流
通
闘
を
摘
大
せ
る
某
礎
を
た
し
た
る
も
の
と
も
稿
せ
ら
れ
る
。
同
行
は
己
の
経
験
に
徴
し
て

中
国
銀
行
上
海
分
行
は
株
主
聯
合
舎
を
組
織
し
て
上
海
賓
業
界
と
協
調
し
て
務
行
止
悼
の
先
換
に
膝
巳
た
の
で
あ
っ
て
、
己
れ
中
園

設
券
銀
行
と
し
て
は
、
四
国
の
干
渉
よ
り
自
由
の
立
場
を
確
保
す
べ
し
と
し
て
、
翌
六
年

1
一
月
、
僚
例
の
修
改
を
呈
請
す
る
に
至

っ
た
が
、
そ
れ
は
既
遁
の
資
本
構
成
の
項
と
照
合
し
で
、
修
正
前
後
の
寅
情
を
明
確
友
ら
し
め
得
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
と
の
修
正

に
於
て
は
同
行
の
地
位
確
保
の
た
め
に
役
員
規
定
を
改
正
し
て
綿
裁
、
副
総
裁
は
株
主
組
合
の
選
出
に
か

L
5
董
事
の
中
よ
り
推
任

却

さ
れ
る
等
の
強
化
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
ヒ
れ
等
に
つ
い
て
は
E
tみ
で
は
省
略
ナ
る
E
と
に
ナ
る
。
か
〈
て
同
行
は
政
府
中
央

E. Kann， ibid p. 141. 29) 前摘、中華銀行史、 pp.155-157 
E Kann， ibid. p. 142. 31) 前掲、中華銀行史、 pp.147-148. 
中関銀行則例第十六傑、修E巾園銀行且l例第十六帳、中国銀行章程第二十六概
要服。
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銀
行
と
し
て

z
b
も
寧
ろ
商
業
銀
行
'
と
し
て
の
役
割
聖
強
調
し
、
業
統
の
向
上
は
政
府
公
金
の
取
扱
よ
り
も
民
間
金
融
へ
の
首
一
瞬
間
陀

置
換
さ
れ
た
る
角
度
に
於
て
で
あ
っ
た
。
民
閥
初
期
の
不
安
定
期
に
庭
せ
し
に
も
不
拘
同
行
が
業
績
を
進
展
せ
し
め
得
た
る
所
以
は

E
の
民
国
六
年
一
九
一
七
年
陀
於
け
る
修
区
築
に
預
る
も
の
大
た
り
と
栴
せ
ら
れ
る
は
と
の
経
過
的
責
欣
に
照
合
し
て
意
義
を
深
め

間

る
も
の
で
あ
る
。

民
閤
初
年
に
於
て
は
車
教
授
行
制
度
に
上
る
紙
幣
統
一
へ
近
接
せ
ん
と
す
る
現
れ
と
し
て
所
謂
中
央
銀
行
た
る
中
岡
銀
行
の
環
器

事
項
に
於
て
民
図
金
融
の
基
礎
を
岡
め
ん
と
す
る
機
運
を
一
一
階
見
る
と
と
が
出
来
た
が
、
完
全
甲
央
銀
行
に
於
げ
る
紙
幣
の
務
行
統

制

一
は
先
き
に
光
緒
三
十
三
年
十
一
月
郵
侍
部
内
奏
設
に
か
か
る
交
通
銀
行
も
と
れ
が
焚
行
を
持
績
し
た
る
に
よ
り
、
車
一
一
役
行
制
度

と
し
て
市
岡
銀
行
が
縮
撹
ず
る
に
は
至
ら
恕
か
っ
た
。
前
清
末
季
、
中
央
政
府
は
紙
幣
護
行
構
の
統
一
を
提
唱
し
乍
ら
、
光
締
三
十

四
年
会
布
の
銀
行
通
行
刑
例
第
一
保
に
於
て
「
登
行
市
商
通
用
銀
銭
面
市
」
は
銀
行
業
務
の
一
た
る
が
規
定
さ
れ
、
紙
幣
の
護
行
は
恰

も
銀
行
業
務
白
一
た
る
が
如
苛
立
揚
に
於
て
多
数
獲
行
制
山
川
駅
温
さ
れ
た
一
面
を
見
た
の
で

F

あ
っ
た
が
、
中
閲
銀
行
の
初
期
に
於
て

も
如
上
白
経
過
を
辿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
又
一
商
に
於
て
民
間
四
五
年
十
月
公
布
(
九
年
修
正
)
の
取
締
紙
幣
保
例
陀
於
て
企
岡
せ
る
未

均

帯
血
統
幣
へ
の
護
行
抑
制
、
抗
措
四
紙
幣
へ
の
同
牧
整
理
も
賓
殺
を
皐
げ
得
た
る
も
の
で
は
た
か
っ
た
。

中
央
銀
行
と
し
て
の
先
換
稼
護
行
統
蹄
に
至
ら
や
、
他
面
に
於
て
は
省
政
府
護
行
券
あ
り
、
特
種
銀
行
後
行
な
あ
り
、
商
業
銀
行

設
行
券
あ
り
、
更
に
中
外
合
弊
銀
行
費
行
禁
あ
り
、
在
支
外
岡
銀
行
後
行
中
部
あ
り
、
銀
行
費
行
の
党
換
券
に
限
り
て
の
類
別
の
み
に

於
て
も
綾
上
の
項
目
を
皐
げ
得
る
の
で
あ
り
、
更
に
と
の
先
換
晶
体
の
統
一
忙
つ
い
て
は
銀
元
に
よ
る
支
郊
の
幣
制
統
一
問
題
を
側
面

よ
り
考
究
の
封
象
と
し
一
泣
け
れ
ば
在
ら
ぬ
の
で
あ
り
、

革
日
目
持
つ
べ
き
意
義
を
明
確
夜
ら
し
め
恥
〈
て
は
た
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

又
併
せ
て
営
時
の
ず
ヰ
ツ
サ
り

y
F
の
幣
制
改
革
案
等
に
上
旬
そ
の
幣
制
改

民
園
初
期
白
党
調
券

第
五
十
一
番
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